
 

東京都学校事務職員労働組合（東学） 新宿区西新宿２－８－１ 都庁第２本庁舎３２階

（東京都人事委員会勧告特集号） ２０２５年１０月２０日 ＮO.７５６ 

東京都人事委員会が給与等の勧告を出す ３

４年ぶりの３％超え ４年連続引き上げ改定  
 東京都人事員会は、１０月１７日、例月給を３．２４％、特別給を０．０５カ月それぞ

れ引き上げる勧告を行いました。例月給の引き上げが３％を超えるのは、１９９１年以来

３４年ぶりです。 

例月給の公民較差１３，５８０円（３．２

４％）解消のため（若年層に重点、全級全号

給に配分）引き上げ 
 公民較差解消のため、給料表を職級によりメリハリをつけた上で、全級全号給引き上げ

改定。人材確保の観点から、初任給を大幅に引き上げるなど、若年層に重点。 

民間従業員４３２，１５７円 都職員４１８，５７７円 公民較差１３，５８０円 

初任給 Ⅰ類 B ＋１６，５００円（２２５，５００円→２４２，０００円） 

     Ⅱ類  ＋１４，１００円（１９９，７００円→２１３，８００円） 

     Ⅲ類  ＋１２，３００円（１８８，０００円→２００，３００円） 

特別給０．０５月分引き上げ ４．８５月 

⇒４．９０月（期末手当と勤勉手当に配分） 
 引き上げは、期末手当及び勤勉手当で実施。 

民間支給割合４．９０月 都職員支給月数４．８５月 差０．０５月 

 

実施時期 給料表の引上げは、２０２５年４月に遡及、特別給の引き上げは、２０２５年

１２月支給の期末・勤勉手当から実施。 

 

給与制度の改正 
１． 管理職の給与のアップデート 

２． 人材確保に資する処遇の改善 

・住居手当の見直し  

２７歳までの職員に対する支給金額を３万円に引き上げ 

・初任給決定における経験加算の見直し 

３． その他の手当について 

・通勤手当 距離区分の見直し、支給金額の引き上げ、駐車場等の利用に対する   

 手当の新設について、適切に検討 

・特地勤務手当について、適切に検討 

・職員の月例給与水準を適切に確保するための措置 



教員の給与の見直しと長時間労働の是正 

「選ばれる都庁」「選ばれる学校」のために

は、教職員の大幅な待遇改善が必要です 
本年、教員の処遇改善を盛り込んだ法改正が行われたことを踏まえ、都として教員給与 

について適切な対応を行う必要 

１． 教職調整額の引き上げ  

法改正に基づき、教職調整額を現行の給料月額の４％から１０％まで引上げ。令

和８年１月から毎年１％ずつ段階的に引き上げ、令和１３年１月に１０％とする。 

２． 教育管理職に対する加算措置 

３． 学校教育法改正による新たな職への対応 

法改正により新設された主務教諭との職の位置付けや給料表における級の適用等

について整理する必要 

４． 義務教育等教員特別手当の見直し 

国における義務教育等教員特別手当の見直しに伴う学校担任に対する加算等の措

置については、都における厳しい教員採用の実態を踏まえ、適切な対応を検討す

る必要 

 

教員の長時間労働について 

  「教員については、本年６月に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法が改正され、別紙第１のとおり教職調整額の見直し等が行われるととも

に、教員の時間外在校等時間を令和１１年までに月平均３０時間程度まで削減するこ

とが政府目標として附則に明記され、学校の働き方改革が一層進められることになっ

た。東京都教育委員会においては、今まで以上に実効性の高い対策を講じて、計画的

に教員の長時間労働の改善を進めていくことを期待する。」と記述。 

 

東学の見解 
１． ４年連続で、例月給と特別給の引き上げ勧告がなされとことは、２０２５春闘の

結果や組合員の要求に一程度応えたものといえる。 

２． 初任給を大幅に引き上げた（１６，５００円等）ものの、若年層と中高年層の引

き上げ額の差が相変わらず大きい。１級と２級の最高号給付近では、４，０００

円と４，４００の引き上げ額にとどまっている。 

３． 全世代で改訂がなされたものの、給与改定のフラット化が進められている。 

４． 住居手当の引き上げは、歓迎する。しかし、住居に困っているのは２７歳や３５

歳までの若年層だけではない。支給金額の増額や対象範囲の拡大が望まれる。 

５． 「人事院が進める６５歳定年を見据えた給与水準の在り方や給与カーブの在り方

の検討状況を注視し、都における定年引上げ等に伴う任用形態の変化や民間にお

ける高齢層の給与の状況等を継続的に把握し、給与制度の在り方について研究・

検討」とあることに注目しています。６０歳前後の高齢層の給与水準引き下げと

ならないか、警戒が必要です。 

６． 教員の働き方改革については、東京都教育委員会の取り組みに「期待する」と述

べるだけで、人事委員会として積極的に改善していこうという意気込みが感じら

れない。 


